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検 索 ai-nursing 

ご質問等、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 

この中で、日本で一番多い苗字は何でしょうか！？ 

ズバリ答えてみて下さ～い。 
 

山田さん   鈴木さん   田中さん  高橋さん 

佐々木さん  佐藤さん 

ト ピ ッ ク 

特集 ～ 平成26年度診療報酬改定について 
 今回の特集は、診療報酬改定について、介

護保険と関係があるものを中心に解説したい

と思います。ケアマネさん必見です！ 

もうすぐ梅雨が明けそうな気配ですが、梅雨が明けるといよいよ夏本番！！プールやアウトドアなど楽

しみ一杯の季節ですが、やはり熱中症対策は万全にしなければいけません。脱水で点滴…といった利 

    用者さんが急増するのもこの時期。私達も利用者さんの体調や環境を十分にアセスメントして、 

     利用者さんが「しんどい」思いをすることがないよう、予防に努めていきたいと思います。 

医療保険における「同一建物」とは、読んで字のごとく「同じ屋根の

下」という解釈になります。同じマンションの違う部屋、高齢者専用住

宅等の入居者、一軒家でも夫婦で利用の場合は「同一建物居住者」

に該当します。これまで医療保険では、この「同一建物居住者」へ同

一日に訪問をする場合、2人目からは減算の形となっていましたが、

規制が緩和され3人目からの減算（2人までは同一建物以外の利用者

と同様の報酬算定ができる）ということになりました。介護保険利用者

の数はカウントしないので注意が必要です。 

1. 在宅医療の適正化 

訪問看護としては大きな減算です。訪問日の調整

などをお願いすることがあるかも知れません。 

5. 在宅における衛生材料等の供給体制 
6. 在宅における褥瘡対策の推進 

訪問看護利用者における、衛生材料の必要な量、使用量などを訪問

看護計画書および訪問看護報告書に記載し、医療機関からの適正

な衛生材料の提供を目指します。また、褥瘡のリスクおよび褥瘡評価

を定期的に行い、在宅における褥瘡管理というものを徹底的に行って

いくこととなりました。これらは、医療保険のみならず介護保険の利用

者にも適応することとし、状況報告を毎年７月１日付で厚生局に提出

することとなっています。 

8. 医療保険と介護保険の給付調整 

これまでは、精神科の疾患を有する利用者であっても、厚生労働大

臣が定める疾病等（〈９５号告示〉の四）や特別指示書が交付されるよ

うな場合でなければ、介護保険が優先適応となっていました。しかし

今改定より、従来は介護保険が適応であった方においても、精神科

疾患（認知症を除く）を有する者は基本的に医療保険が適応すること

となりました。 

2. 機能強化型訪問看護ステーション 

これまでも、ある一定の条件を満たしたステーションは「機能強化型

訪問看護ステーション」として評価されていましたが、さらに細分化さ

れ、機能強化型訪問看護ステーション１、機能強化型～２の２区分と

なりました。 

3. 消費税８％への引き上げに伴う対応 

訪問看護管理療養費が初回については１００円、２回目以降の訪問

は３０円の引き上げになっています。 

4. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 

病院側の改定ですが、在宅で点滴を週３日以上行う場合、当該指導

料の算定対象者は医療保険の訪問看護を受けている利用者でした

が、その対象範囲が介護保険の訪問看護を受けている利用者にも

拡大されました。 

7. 精神疾患患者の地域移行と地域定着推進 

長期入院患者や入退院を繰り返している精神疾患の患

者に対し、計画的な医学管理を行うことで、円滑な退院

生活を支援していく仕組みが作られました。 

当ステーションでも数名の該当者がいらっ

しゃいました。今一度、ご確認を！ 

★ 訪問看護に関連する診療報酬改定 ★ 
 

 1. 在宅医療の適正化 

      （同一建物居住者に対する訪問看護） 

 2. 機能強化型訪問看護ステーション 

 3. 消費税８％への引き上げに伴う対応 

 4. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 

 5. 在宅における衛生材料等の供給体制 

 6. 在宅における褥瘡対策の推進 

 7. 精神疾患患者の地域移行と地域定着推進 

 8. 医療保険と介護保険の給付調整 

訪問看護に関連する今改定の内容です。 



                                         今回の利用者さんは… 
 

  Ｋさん 女性 ６７才 / ミトコンドリア病（疑） 

  訪問看護 ： ２回/週（月・金）  １時間/回     です。                                 

 

今年のカープの躍進を支える、菊池と丸。いわゆる菊丸コンビ！

打ってよし走ってよし守ってよし、のこの二人。きっとこれから１０年

はカープを引っ張っていく選手となるでしょう。で、もう一つはエル

ドレッド。波が大きく不安定な部分はありますが、年間６０本ＨＲ！

頼むぞ！！ほんまに頼むぞ～！頑張れカープ！！ （仲重） 

カープ絶好調！！今年は優勝間違いなし！！と書きたくな

るほどの春先のスタートダッシュでしたが…オールスターＧ

を前にして現在３位と低迷中 (-_-;)。う～ん、ここで踏ん張っ

て優勝せんといけんよ。ファンは優勝祝賀 

会を待っとるんじゃけえね！！そんな中、 

その後、経過良好にて今年の４月からスピーチカニューレ（発声が可

能な気管カニューレ）に変更となりました。最初は「どうやって声を出す

んだったかなぁ…」と戸惑っておられましたが、まずはご自分の名前を

言われ、その後ちょうど春だったこともあり、ご本人さんが裏山の鶯の

鳴き声をまねて「ほー、ほけきょ！」と声を出されたのが印象に残って

います。８月には初孫さんが１歳を迎えられるので、お孫さんとの会話

をとても楽しみにされています。そんな明るくて笑顔が素敵なＫさんに

お会いできるのがいつも楽しみ！これからも宜しくお願いしますね。 

                       …(^_^)v （佐々木）。 

さて、正解は…  
 

 編集後記… 

少しの間、休刊状態でしたが、今号より季節号として年に

４回の発行を再開しました。みんなスタッフは訪問に忙しく

て、なかなか新聞編集に手が回らない状態ですが、継続

は力なり！コツコツ地道に頑張っていこうと思います。次

回は１０月中旬、秋号の予定です (*^_^*)。 （仲重） 

今月の利用者さん 
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昨年の８月ごろ、Ⅱ型呼吸不全によるCO2ナルコーシスにて入院され 

気管切開、胃廔造設をされました。その後、状態は順調に回復、ADLもほ

ぼ入院前の状態に戻ったため１１月に退院。状態観察、呼吸器（夜間のみ

使用）管理、胃廔管理、嚥下・摂食訓練などの目的にて訪問看護が開始と

なりました。退院当初は、１時間程度の呼吸器使用で手先のしびれがあり

ましたが、設定の変更などで症状も緩和し呼吸器の継続使用が可能に。

嚥下・摂食訓練は、１回/週の病院受診時にＳＴ（言語聴覚士）さんにより実

施され、私達もそのＳＴさんと情報を共有しご自宅でできる訓練を継続して

います。 

       答え… １位 佐藤さん でした！ 

  ２位 鈴木さん、３位 高橋さん、４位 田中さん、５位 渡辺さん だそうです。 

  ちなみに広島県でいうと、１位は山本さん、２位田中さん、３位藤井さん、 

   だとか。 さあ、あなたのお名前は？？(*^_^*) 

←ご自宅からは「白木山」が眺望。ご主人さまお気に入りの風景です (^_^)。 

アロマセラピー講座 ～その３ 

 私は１０数年前、イギリスのブライトンという

町を１年間のんびり旅したことがあります。ブラ

イトンはロンドンから電車で１時間のイギリス南

東部の海岸沿いにあります。北海道よりも緯度

は高いですが、雪も降らない比較的暖かい場

所です。バスで３０分のところに、かの有名な

「セブンシスターズ」という、７つのこぶがある白

亜の海岸崖があります。ハリー 

ポッターでも、ここの風景を使っ 

たシーンが出てきますよね。 

とても綺麗でしたよ！（スミス） 

 

今年の３月より 「瀬戸内しまのわ」 というイベントが始まり、脚光を浴びている瀬戸内海の島々ですが、その中の大崎 

上島では 『ネロリの島』 というアロマのプロジェクトが行われました。この地方では、昔から柑橘類の栽培が盛んでした 

が、近年は農家の高齢化や市場の変化にともなう価格の低下で、耕作放棄地が増加しているそうです。大崎上島では、 

高齢者の引きこもり対策の一環として、数年前よりアロマセラピーの啓蒙活動に取り組み、そうした中で現状ではほとん 

ど使用されていない 「柑橘類の蕾や花弁、葉」 などを活かした新たな市場の獲得をめざし、ネロリの精油作りなどに力 

      を入れられています。では、その 『ネロリ』 ですが、これは精油の中では珍しく植物の名前ではありません。１７世紀の 

      イタリアの小国 「ネローラ公国」 の王妃が手袋（当時は革製で臭かったとも）に、ビタ－オレンジ（橙）の香りを染み込ま 

        せて使っていたために、その名がついたと言われています。そんな訳で最近は、柑橘系の蕾から 

          できる精油全般を 「ネロリ」 と呼び、本来のビターオレンジからできる精油を 「ネロリ・ビガラー 

          ド」 と分けて呼ぶこともあります。そんなネロリの特徴は美肌効果や心をリラックスさせてくれ 

          るとともに、幸福感を与えてくれたりと実に心強いものです。しかしネロリの精油を取るために 

は多量の蕾が必要なため、大変高価でオレンジ精油の１０倍近い価格がします。私も残念ながら手が出せま 

せん。瀬戸内産のネロリが島を活性化し、私を含めて多くの方々の役に立ってくれる日が来ることを願ってやみません。（田中） 


